
仕 様 書 
 

 松島町が管理する健康体操教室・健康水中運動教室業務委託の内容は、本仕様書の定めると

ころによる。 
 
１． 業務委託名   健８委第０５１号 健康体操教室・健康水中運動教室業務委託 
 
２． 履 行 場 所   松島町高城字動伝一３４-１地内、他１か所 
 
３． 履 行 期 間   契約日から令和９年３月３１日まで 
 
４． 業務委託内容 

 
 （１）安全管理マニュアルの策定 

事業の運営、人員、設備について必要な体制を整備するとともに、事故発生時の対

応を含む安全管理マニュアルを策定すること。 
 
 （２）介護予防及び転倒予防のための運動プログラムの作成 

高齢者の健康管理に必要な知識と技術を有する健康運動指導士もしくは同等の実務

経験を有する者を中心に、運動指導員及び看護職員、介護職員等が協働してプログラ

ムを考案し、その内容等に関する書類を提出すること。 
 

 （３）運動の実技指導および生活改善指導 
教室名は「健康体操教室月曜コース」「健康体操教室金曜コース」及び「健康水中運

動教室」とし、有酸素運動やストレッチ、バランストレーニング、筋力トレーニング

等の介護予防に効果的な運動指導並びに生活改善指導を行うこと。 
     なお、事業実施に際しては、看護職員又は介護職員が体調管理および運動補助を行

い、高齢者の安全確保に努めること。 
 
（４）参加者の送迎 
    送迎を必要とする者に対しては、受託者が責任を持って送迎すること。ただし、独

自の送迎が困難な場合には、安全に送迎できる他の事業者に委託できるものとする。 
    なお、参加者の送迎時間、送迎場所等に関する詳細については、事前に連絡・確認

するものとする。 
 
 （５）業務実施計画書および業務実施報告書の作成 

業務実施計画書および業務実施報告書（業務日報）を作成すること。 
 
 （６）年度途中参加者への対応 
     事業は年度を通しての実施とし、年度途中に参加希望があった者に対し滞りなく教

室に参加できるよう対応すること。 
  
 （７）アンケートの実施及び評価 
     参加者に対し、参加後の体調変化等のアンケートを実施し、評価する。 
 
５．実 施 報 告 
   実施計画に基づく実施報告は、業務完了後にすみやかに提出すること。 



 
６．そ の 他 

イ．業務にあたっては仕様書の定めるところにより善良な管理の注意義務をもって完全な

業務を行うものとし、正当な利用が無く履行しないとき、又は、虚偽の実施報告を行っ

たときは、直ちに契約の解除を行うものとする。 
ロ．本仕様書は業務の大要を示したものであるので疑義が生じた場合は、直ちに協議し、

指示を受けるものとする。 
ハ. 参加者自己負担金は受託者が徴収すること。（送迎あり１回当たり上限４００円。送迎

なし１回当たり上限３００円。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



業務委託名 健８委第０５１号 健康体操教室・健康水中運動教室業務委託  

履 行 場 所 
松島町高城字動伝一３４－１地内 松島町温水プール美遊 
松島町高城字動伝一３４－１地内 松島町温水プール美遊スタジオ・トレーニングルーム 
松島町高城字町東二２０－３      高城避難所                         

実 施 体 制 

① 教室の名称は「健康体操教室月曜コース」「健康体操教室金曜コース」及び「健康

水中運動教室」とする。 
② 業務責任者は常時雇用関係があり、後期高齢者医療制度の円滑な運営に資すること

を目的とする長寿・健康増進事業であることを理解し、高齢者の健康管理に必要な

知識と技術を持つ有資格者が業務に従事する体制を整えること。 
③ 教室の運営管理は、健康運動指導士の資格を有する者もしくは同等の実務経験を有

する者が担当する。 
④ 高齢者の身体及び心理を理解し、安全にプログラムを提供できる人員を配置する。 
⑤ 教室の指導者は専任とし、経歴書を提出すること。指導者を変更する場合は事前に

健康長寿課と協議する。 
⑥ 事業実施に際しては、運動指導者および看護職員、介護職員等が従事し、高齢者の

健康管理と安全確保に努める。 
⑦ 事故発生時の対応を含む安全管理マニュアルを策定する。 
⑧ 健康長寿課と年２回以上の連絡会議を実施するとともに、定期的に担当者との打ち

合わせを行い、適切な教室運営を図る。 
⑨ 教室で使用する物品（机、椅子、用具等）については会場のものを使用し、その他

の必要な物品については受託者が用意する。 
⑩ 教室の参加者の身体状況等により必要と認められる場合は、原則として自宅周辺か

ら会場まで送迎を行うものとする。 
⑪ 受託者は、故意または過失により物品の破損、事故等の損害を第三者に与えたとき

は、その損害を賠償しなければならない。また、その内容を直ちに健康長寿課に報

告し、事故報告書を提出するものとする。 
⑫ 事業は年度を通しての実施とし、年度途中に参加希望があった者に対し滞りなく教

室に参加できるよう対応する。 
 
 
 
 
 
 
 

業務内容 
 
 
 
 
 

① 健康運動指導士もしくは同等の実務経験を有する者がプログラムを考案し、健康

運動実践指導者等と協働してロコモティブシンドローム（運動器症候群）及び生活

不活発病（廃用症候群）の予防に効果的な運動指導を行う。 
② 運動前後に看護師が対象者の健康チェック（血圧測定・体調の確認・服薬の有無な

ど）を行う。 
③ 看護職員または介護職員等が対象者の運動を補助し、適切かつ安全に運動できる

体制をととのえる。 
④ １回あたり６０分間の実技指導を行う。 
⑤ 介護予防及び転倒予防のための講話、生活習慣改善及び重症化予防指導を行う。 
⑥ 健康体操教室月曜コースは週１回計２２回、健康体操教室金曜コースは週１回計

２２回、健康水中運動教室は週１回計２０回で実施する。 



 
 

 

⑦ 各教室は年間６４回の実施となるが、開催日時は健康長寿課が指定する。 
⑧ 対象（後期高齢者）人数は、健康体操教室月曜コース３０人程度、健康体操教室金

曜コースは１０人程度、健康水中運動教室は１０人程度とする。 

実施回数 
健康体操教室月曜コース   週１回  計２２回実施 
健康体操教室金曜コース   週１回  計２２回実施 
健康水中運動教室      週１回  計２０回実施 

特 記 事 項 

・本事業の遂行に必要と見込まれる全ての経費（人件費、事業費（備品費・消耗品費）

交通費、送迎費）を積算し、その合計金額から参加者自己負担金を差し引いた額を委託

料として計上すること 
・参加者自己負担金は受託者が徴収すること。（送迎あり１回上限４００円。送迎なし

１回上限３００円。） 
 


